
目標値
（H31）

現状値

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

①  若年層・女性向
け低家賃賃貸住宅
の整備

建設課 　市はかつての炭鉱住宅を大量に保
有しており、公営住宅数が多い反面、
民間賃貸住宅が少ない現状にある。
　（市営住宅管理戸数<令和元年3月31
日現在>：3,466戸、民間賃貸住宅数：
205戸）
　このため、平成25年度より民間賃貸
住宅の建設助成を行っており、平成２
５年度から令和元年度までの間に106
戸の住宅が建設され、民間賃貸住宅
の建設促進に一定程度の成果を上げ
ているが、依然として物件数は不足し
ている。
　また、これまで建設された住宅は主
にファミリー向けとしての基準を設けて
いたために、単身世帯の占める割合が
多い若年層や、間取りの広さよりも収
納スペースやデザイン等を総合的に判
断する傾向が強い女性にとっては、希
望する条件に合う物件が少ない状況に
ある。

・これまで市で実施して
きた民間賃貸住宅建設
助成の条件を調整し、部
屋数や家賃設定、収納
やデザインなど、若年層
や女性のニーズに合っ
た住宅の建設を促進す
る。
・市内就業者数の約１
７％の８００人以上が市
外からの通勤者であり、
こういった層の夕張定住
の促進を図る。
・「安心して暮らせるコン
パクトシティゆうばり」の
実現のため、住宅の集
約を推進する。

・民間賃貸住宅の建設促
進のため、事業者の公
募・助成を行うとともに、
市の関連施策と一体的
に運用することにより、多
様なニーズに対応する。
・平成２９年度から実施
する新規住宅取得、リ
フォーム補助や除却補
助とのパッケージを意識
するとともに、需要動向
を踏まえた多様な賃貸住
宅の整備に対する助成
を実施。
・高校生までの子供がい
る世帯の入居要件を緩
和。

H31まで40戸
建設

70戸建設（令
和元年度末現
在）

・民間賃貸住宅建設実績＜
H28：30戸、H29：16戸、
H30：16戸、R1：8戸＞
・地区別には清水沢地区に
54戸、本庁・若菜地区に16
戸を建設しており、地区の
コンパクト化に一定程度寄
与。
・平成28年度から令和元年
度までに建設された70戸は
すべて満室となっており、入
居者の約70％が市外から
の転入者である。また、女
性は入居者の約30%を占め
ている。

建設場所として市有
地を売却し事業を実
施しているが、建設
候補地を選定するこ
とが難しくなっている
状況から、今後補助
制度を継続していく場
合、事前に建設用地
を選定することが必
要。

・民間賃貸住宅建設用地
の調査

・補助内容について、
継続するか見直しを
するか検討する。

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

②  子育て世帯向
け住宅取得・リ
フォーム支援事業

建設課 　市はかつての炭鉱住宅を大量に有す
るという事情から、圧倒的に公営住宅
の数が多く、持ち家が少ない状況にあ
る。人口の社会現象を抑制するために
も、子育て世帯等の定住を図ることは
喫緊の課題である。
　また、高齢化率が50%を超える本市で
は、施設入所や自然減少による空家
が増加しており、その活用も課題となっ
ている。

・新築・中古住宅取得・リ
フォームに対する住宅取
得等補助金を創設し、公
営住宅に頼らないかたち
での定住化を図る。

・平成29年度から新築住
宅取得、中古住宅取得、
リフォーム補助を実施済
み。金融機関からの協力
も活用し、住宅ローンの
軽減などを組み合わせ
て、住宅取得向上を目指
す。

H31　１０件 19取得（令和
元年度末現
在）

・平成29年度より新築住宅
取得費補助金、中古住宅
取得費補助金、リフォーム
工事費補助金制度を創設。
・補助実績＜H29：新築1
件、中古7件、リフォーム6件
＞、＜H30：新築2件、中古4
件、リフォーム5件＞
　＜R1：新築1件、中古8件、
リフォーム4件＞
・新築及び中古住宅取得費
補助による市外からの転入
実績＜H29：1件、H30：0
件、R1：0件）
・新築、中古住宅取得の
67％が子育て世帯による取
得。

申込件数について、
市外からの転入が補
助制度開始から１件
のみであることに対し
ての検討及び対策。

【補助予定件数】
・新築住宅取得費補助
［最大250万円］：計2件
（市民1件、転入者1件）
・中古住宅取得費補助
［最大100万円］：計5件
（市民2件、転入者3件）
・リフォーム工事費補助
金［最大50万円］：計5件
・既存住宅耐震改修補助
［最大30万円］：1件

他市町村の補助制度
を調査し、補助額等
の見直しを行う。

第5回夕張市総合戦略検証委員会資料（進捗状況等）
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目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方
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戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

③  子育て世帯の
公営住宅への入居
緩和

建設課 　まちを維持するうえで人口の減少は
最重要課題であり、社会減少を抑える
ことが必要である。本市はかつて炭鉱
住宅を大量に有するという事情から、
圧倒的に公営住宅の数が多く、他の住
居の選択肢が少ない。住宅取得補助
や民間賃貸住宅建設補助等を行って
いるが量・数がまだ充分ではなく、公営
住宅の役割はいまだ高い状況にある。
しかし、公営住宅は低所得者に住宅を
供給するという役割があるため、入居
については収入基準がある。子育て世
帯の定住促進のためには、住居の選
択肢を増やすことが重要であり、公営
住宅について子どものいる世帯への入
居緩和が必要である。

・収入基準の子育て世
帯の緩和条件である子
どもが「中学校就学の始
期に達するまで」として
いるものを、「高校卒業
まで」に拡充し、子育て
世帯の住宅確保を図る。
・収入基準を月額収入１
５８,０００円以下から２１
４,０００円以下へ緩和す
る。

・平成２９年４月１日夕張
市営住宅条例施行規則
の一部改正を行う。

・夕張市営住宅条例施行規
則の一部改正により、裁量
階層世帯（収入基準が政令
月収214,000円以下）該当
の子育て世帯の範囲を「中
学校就学の始期に達する
まで」から「満18歳に達する
日以後の最初の3月31日ま
で」に拡充。［平成29年４月
１日施行］
・緩和要件に該当する世帯
の入居実績＜H29：０件、
H30：０件、R１：０件＞

子育て世帯の住居確保
が図られるよう情報発信
を行い、引き続き取り組
んでいく。

子育て世帯の住居確
保が図られるよう情
報発信を行い、引き
続き取り組んでいく。

・現在、市や市内で実施
されている既存ソフト事
業は豊富にあるが、情報
が利用者へ行き届いて
いないこともあるため、既
存事業の効果を最大限
発揮させるためにも情報
発信の強化に取り組む。
・新たなソフト事業の創
設については、既存事業
を整理し利用者ニーズも
把握したうえで検討をお
こなう。
・推進体制として、市担
当課が施設へ移転し関
係課と協同で事業を行っ
ていくことでスムーズな
取組みが可能となるが、
将来的には市民を交え
た体制の構築を検討して
いく必要があると考える。

H31建設 H29実施設計
完了

・H28施設基本計画策定、
H29施設実施設計完了
　⇒施設機能・規模、ソフト
事業の考え方、施設の管
理・運営方針を計画へ盛り
込み、施設利用者等の意
見を反映。
・Ｈ３０建設着工、Ｒ１竣工・
供用開始
・推進体制
　⇒施設の管理・運営体制
を検討し、担当課が施設へ
移転し事業実施していくこと
を庁内決定し、南支所と教
育委員会が移転し、施設管
理を南支所で、ソフト事業を
教育委員会が担当すること
とした。

・バス通学する児童、生徒の放課後の
居場所づくりや親子が集まり、ともに過
ごすことのできる空間づくりを行うた
め、交通結節機能を有する拠点施設
の建設と子育て支援センターの設置を
計画。（総合戦略策定時）
・平成28年8月より、市民を交えたワー
クショップを開催し、施設機能や規模等
について検討を行い、他用途でフレキ
シブルに活用でき、身の丈に合った規
模・機能とする施設を目指した。
・庁内においてもソフト事業の考え方や
施設の管理・運営について検討を重
ね、子供たちに対する学習・運動の
きっかけづくりや、子育て世代同士・多
世代での交流促進に向け、充実した環
境づくりを行うこととして方針を定めた。
・上記の子育て支援の強化に向けて
様々な事業展開が可能となる施設整
備とすることで平成28年度末に施設基
本計画を策定し、平成29年度実施設
計、平成30年度から建設工事に着工、
令和元年１2月に竣工し、施設名称を
「りすた」として令和2年3月から供用開
始となった。
・施設の管理・運営体制については、
庁内検討において担当課が移転し事
業展開していくことで庁内決定されたと
ころ。

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

④  子育て支援セ
ンターの整備によ
る子育て支援体制
の強化

建設課 夕張市まち
づくりマス
タープラン

施設が令和２年３月
に供用開始となった
が、市民の利用が増
え、地域の拠点となる
よう、今後の子育て
支援に係る事業、社
会教育事業等ソフト
事業の展開について
の検討を進める必要
がある。

拠点複合施設における子
ども子育て支援に係る事
業と、令和３年４月開園
予定の認定こども園で行
われる子育て支援事業と
の連携に向けた検討を進
める。

Ｒ３年以降について
は、拠点複合施設供
用開始以降の利用の
状況等を踏まえなが
ら、子育て支援・社会
教育事業等のソフト
事業を進め、認定こ
ども園との連携も進
める。

・子どもたちの「学習の
習慣化」や「運動の機
会」などの課題解決に向
けて、学習・運動の「きっ
かけづくり」を目標とし、
チャレンジと成果の見え
る化を目指して自己達成
感を育む事業の実施を
目指す。
・子育て世代に対して
は、居心地のよい空間・
環境づくりを目指して、イ
ベント等の開催により施
設へ来るきっかけづくり
を行い、同世代・多世代
での交流や情報交換を
促進する。



目標値
（H31）
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戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑤  廃校や生活館
を活用した地域コ
ミュニティ機能の拡
充（集落拠点）

地域振興
課・市民課

（廃校）
・財政破綻後、７校あった小学校及び５
校あった中学校がそれぞれ１校に統廃
合。
・廃校舎については、学校としての役
目を終えたものの、地域の中心的な場
所に位置していることから、地域活性
化や多目的交流の場としての廃校活
用を検討。
・現在、廃校となった小学校６校全て及
び中学校２校が法人等への貸付や譲
渡等により活用。
（生活館）
・生活館は、地域の交流拠点として、コ
ミュニティ機能を担保するもの。
・急激な人口減少により、コミュニティ
活動が停滞し、施設の利用も減少して
いる(葬儀会場等)。
・利用減により維持費が困窮している。
（運営上の費用負担（補助）は最小限
に留めている）

（廃校）
まちをコンパクト化する
一方で、各地域内のコ
ミュニティ機能が衰退す
ることを避けるため、そ
れぞれの地域（集落）の
象徴でもある廃校舎を交
流拠点として活用し、各
地域のコミュニティ保持
を図る。
（生活館）
・指定管理者制度を活用
し、運営費の一部補助
（法定点検、電気・水道
基本料金分）を継続し施
設を維持する。
・人口動態、地域コミュニ
ティの意向を確認し、施
設の適正な設置（減少）
を検討し、地域コミュニ
ティ機能の維持を図る。

（廃校）
民間事業や地域（集落）
との連携による地域交流
拠点整備
（生活館）
体制上、フレキシブルに
対応することが難しく施
設の維持管理が主な業
務となっており、地域コ
ミュニティ機能の拡充に
は至っていない。
事案ごと、個別に対応し
ていく中で、コミュニティ
活動を充実させ、機能の
拡充を図る。

既存施設活用
により設置す
る

10（千代田・南
部コミセン含
む）

（廃校）
・廃校となった小学校６校全
て及び中学校２校が法人等
への貸付や譲渡等により活
用されている。
（生活館）
・人口減少及び高齢化によ
り、楓生活館を廃止した。
・Ｒ１年度に滝ノ上生活館管
理者と協議し、非常口の修
繕を実施した。

（廃校）
廃校活用事業者と町
内会等との連携を継
続的な関係にする必
要がある。
（生活館）
地域コミュニティ機能
を拡充させるには、生
活館を維持するだけ
では限界がある。地
域コミュニティの課題
は多岐に渡っており、
重点的に対応するセ
クションを設け能動的
な活動を促進させる
ことが必要である。

（廃校）
廃校活用事業者と町内
会等との連携を継続的に
支援する。
（生活館）
・南清水沢生活館の指定
管理者が、運営委員会か
ら町内会に変更となる見
込み（運営を安定化する
ため）
・生活館等の適正配置・
管理について、管理者か
ら利用状況や管理の現
状をヒアリングする予定。
（避難所に指定されてい
る施設もあるので、災害
時に機能するか確認する
必要がある。）

基本的に取組を継続
予定

（生活館）
生活館等の適正配
置・管理

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑥  空き市営住宅
を活用した障がい
者自立支援住宅の
整備

建設課 ・市営住宅の恒常的な空き家について
目的外利用を促進し、障がい者の生活
支援や団地内での就労支援活動を行
うことで、相互協力による障がい者自
立支援住宅として整備する（総合戦略
策定時）
・障がい者が地域において自立した日
常生活・社会生活を営むことができる
ようにするため、グループホーム（以
下、GHという。）など地域における住ま
いの場の確保が重要であることから、
厚生労働省及び国土交通省両省の施
策の取り組み強化について通知されて
いる。
・また、公営住宅のGH等の事業活用
も、公営住宅法の目的外使用（法第４
５条第１項）により、地域の実情を踏ま
えた積極的な活用が期待されていると
ころである。
・当市の市営住宅については、将来の
適正な管理戸数への集約と安全・安心
な住環境づくりのため、既存ストック住
宅等の将来的な活用方針を定め、平
成２７年度末に市営住宅等長寿命化
計画を見直した。

夕張市まち
づくりマス
タープラン、
夕張市営住
宅等長寿命
化計画、第2
次夕張市障
がい者計
画、第5期夕
張市障がい
福祉計画

・障がい者の地域生活
への移行推進に向けた
課題解決のため、住ま
いの場を確保するにあ
たり既存市営住宅のGH
等への活用を図る。

・市営住宅等長寿命化計
画では、約6割の住宅が
将来活用が見込めない
住宅と位置づけられてい
るため、残り４割の住宅
から、入居状況や地域、
GHとしての活用条件等
を鑑み、活用が可能な住
戸選定に取り組む。
・障がい者支援サービス
に関する主管課である生
活福祉課（生活福祉係）
と事業者のニーズや相
談内容など情報共有を
図る。

H31 ５戸 3戸 ・平成２６年、平成２８年、平
成31年度に各１戸（計３戸）
をGH（サテライト型）として
活用
・活用促進及び手続の迅速
化のため「社会福祉法人等
による夕張市営住宅の使
用等に関する取扱要綱」及
び「活用可能住宅の選定基
準」を制定【平成３０年11月
１日施行】

・市内に本事業を実
施できる事業者が限
られ、サテライト型GH
の設置数に制限があ
ることから、事業の推
進は限定的にならざ
るを得ない。

・第５期夕張市障がい福
祉計画におけるGH利用
者見込を踏まえ、市内事
業者のニーズを把握
・GH（サテライト型）につ
いての活用を望む相談が
あった場合は、事業者・
関係課等と連携し、戦略
及び目的達成を推進して
いく。

・現在、市内にサテラ
イト型グループホーム
を運営できる事業者
が２法人のみであり、
その設置数に上限が
あることから、生活福
祉課から実施事業者
の拡大に向けた取り
組み等を検討する。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑦  遊休市有地を
活用したサービス
付き高齢者向け住
宅の誘致

建設課 ・国の助成制度活用と市有地の積極
的な開放により、民間によるサービス
付き高齢者向けの住宅（以下、サ高住
という。）の建設誘致を行う。また、市
営住宅等を含む既存ストック住宅の高
齢入居者に対し、地域における生活支
援体制の充実を図る。（総合戦略策定
時）
・居宅での生活不安や介護が必要に
なった場合でも、可能な限り住み慣れ
たまちで安心して生活を送るための高
齢者の住まいとして、サ高住は近年、
入居需要が増加傾向にある。
・当市においては、平成22年に社会福
祉法人清光園が南清水沢の市営住宅
（3棟12戸）の無償譲渡を受けて、サ高
住「陽光」への改修を実施し、現在、入
居戸数18戸に対し、満室となっている。
・地域における生活支援体制の充実に
ついては、第7期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画により、地域包
括ケアシステムの推進と在宅生活を支
えるサービス提供基盤の体制整備が
掲げられている。

夕張市まち
づくりマス
タープラン、
夕張市営住
宅等長寿命
化計画、第7
期高齢者保
健福祉計
画・介護保
険事業計画

・高齢者の多様なニーズ
に対応したサービスを受
けられる住まいの供給を
図るため、サ高住の建
設誘致。

・サ高住建設誘致を行う
にあたり、活用可能な市
有地の整理。
・市有地やサ高住建設に
係る国の助成制度等の
情報発信。
・土地活用（管財係）や
生活支援体制の充実（保
健福祉課・生活福祉課）
に向けた関係課との情
報共有。

H31　５～30戸 ０戸 ・まちづくりマスタープランな
どの諸計画に基づく土地活
用方針が未策定のため、具
体的な誘致予定地を整理
できておらず、具体的な事
業進捗は進んでいない。
・高齢者が安心・安全に生
活できる住環境整備方針が
定まっておらず、「サ高住」
に対する位置づけが不明
確なため、具体的な誘致の
動きに至っていない。

・福祉制度に基づく、
特別養護老人ホー
ム、養護老人ホー
ム、軽費老人ホー
ム、グループホーム
等、幅広く住まいの場
が用意されていること
から、サ高住の誘致
が進まない。
・サ高住誘致後の入
居費用、月額利用料
も高額であることか
ら、市の補助などが
必要と考える。

・民間事業者のニーズを
把握しながら、適切な対
応を行う。

・民間事業者のニー
ズを把握しながら、適
切な対応を行う。

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑧  空家バンク制
度を活用した不動
産の流動化促進

建設課 　現に「夕張に住みたい」という希望を
持つ人自ら住居情報を検索できるよう
に、また、新たな移住・交流希望を喚起
するために、情報発信体制の整備を行
う。

・情報発信体制を整備
し、空家の利活用によ
り、移住・定住の促進と
空家の抑制を目指す。

・平成３０年度に空家対
策等計画を策定し、空家
に対する対策方針を整
理する。

・H28：空家実態調査を実
施。［補助実績］除却８件。
・H29：空家所有者調査を実
施。［補助実績］中古取得６
件、ﾘﾌｫｰﾑ７件、除却８件。
・H30：空家対策協議会、空
家等対策連絡会議の設
置。空家等対策計画の策
定。
　　　　［補助実績］中古取
得４件、ﾘﾌｫｰﾑ５件、除却９
件。
・R１：［補助実績］中古取得
8件、リフォーム4件、除却17
件

・情報発進を進めて
いくための準備とし
て、市内に約960戸あ
ると推計される空家
の実態調査を行うこ
とに重点が置かれる
こととなる。今後は本
格的な調査を行って
空家実態の把握に努
める。
・「夕張市不動産情報
HP」をどのように運用
していくかの検討。
・市内宅建業者との
連携についての検討

・空家等対策計画の策
定。計画に基づく空家へ
の対応。
（補助予定件数）
・中古住宅取得費補助
［最大100万円］：計5件
（市民2件、転入者3件）
・ﾘﾌｫｰﾑ工事費補助金
［最大50万円］：計5件
・老朽住宅除却費補助
［限度額20万円］：20件

・空家の実態調査結
果を踏まえ、利活用
が可能な空家とそう
でないものをすみ分
けしたうえで活用可
能な空家に対して移
住や定住につながる
よう不動産の流動化
を進めていく。
・市内宅建業者との
連携方法を検討し、
「夕張市不動産情報
HP」のあり方を検討
する。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑨  認定こども園の
整備

教育課 　これまで本市における教育・保育の
状況については、子どもの出生数の減
少に伴う利用者数の減に加え、各認可
保育園（新夕張・清陵・沼ノ沢）・ユーパ
ロ幼稚園の施設の老朽化など、様々な
課題を抱えており、その対策として、教
育・保育を一体的に提供する認定こど
も園の設置が検討されていた。
　市では平成２７年度に認定こども園
の整備について方向性を決定し、平成
２８年度に市内中心部に位置されてい
る清陵保育園とユーパロ幼稚園を統合
再編する形で、旧清水沢小学校跡地
（清水沢３丁目）を建設予定地として発
表した。
　平成２９年度は夕張保育協会をはじ
めとする関係者とワークショップを４回
開催し、夕張市認定こども園基本設計
を策定した。平成３０年度に実施設計、
令和元年度に建設工事に着手し令和2
年度完成、令和３年４月開園予定であ
る。

　夕張市認
定こども園
施設整備基
本計画・夕
張市子ども・
子育て支援
事業計画

・保育・幼児教育の中心
的役割を担う認定こども
園の設置により、総合的
な教育・保育サービスの
質の向上及び多様化を
図り、市内の子育て環境
を充実させることを目的
とする。

・これまで同様、夕張保
育協会をはじめとする関
係者と連携したうえで、
夕張市認定こども園の開
園に向け取り組む。

R2建設 令和元年度着
工

・平成28年度　基本計画策
定
・平成29年度　基本設計策
定
・平成30年度　実施設計策
定
・令和元年度　建設工事着
工

・行政常任委員会、
定例教育委員会、子
ども・子育て会議など
の場で2021年4月の
開園が承認された。
・今後は開園に向け、
スケジュールの再構
築を図る。

・令和２年度中に本体工
事、外構工事を完成させ
る。運営法人と連携し、
令和３年４月開園に向け
た事務を進める。

・こどもの出生数を踏
まえ、市内北側、南
側に位置する、それ
ぞれの保育園のあり
方について関係者と
協議が必要
・認定こども園内に設
置される子育て支援
スペースの具体的な
活用方法について保
健福祉課等と協議が
必要

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑩  こども達が集う
公園整備

教育課 　平成２８年度に市内に約40箇所に点
在する公園について、それぞれの担当
課が連携し、利用状況などについて情
報交換を行った。
　教育課が所管の児童遊園９箇所のう
ち4箇所（本町3丁目・鹿の谷緑ヶ丘・日
吉・真谷地）について用途を廃止し遊
具を撤去した。
　一方、自主管理が可能で、且つ、多く
の利用が見込める地域の公園につい
ては遊具の新設を検討し、平成28年度
に沼ノ沢児童遊園、平成29年度に南清
水沢2丁目児童遊園に遊具を設置し
た。

・H31年度供用開始予定
の清水沢都市拠点複合
施設、H32年度開設予定
の認定こども園の利用
状況等を勘案しながら、
公園整備について検討
を行う。

・用途別に公園を所管す
る土木水道課、建設課、
教育課において協議を
進める。
　※土木水道課都市計
画土木係（平和運動公園
など都市公園系）
　※建設課住宅管理係
（市営住宅に附属する公
園）
　※教育課（児童遊園/
鹿の谷・南清水沢２丁
目・南清水沢４丁目・沼ノ
沢・紅葉山）

１新設整備、
３既存整備

H28～29児童
遊園遊具新設
2箇所
H30ゆうばり小
学校に遊具新
設

・平成30年５月に関係課担
当者で会議を持ち、設置公
園等の現状について情報
共有を行った。
・既存公園について地域
ニーズを見極めながら遊具
設置を行った（平成２９・３０
年度）。

・所管する公園の設
置目的や管理方法が
それぞれ違うことで、
市民とのニーズにも
乖離があることから、
市民ニーズを的確に
把握するとともに、既
存公園の情報発信を
含め、所管間で連携
した対応が求められ
る。
　また、夕張市公共
施設等総合管理計画
のマネジメント基本方
針に基づき、現状に
即し長期的な視点に
立った、公園の維持・
統廃合・再配置の考
え方を整理する必要
がある。

・将来的な市内公園の維
持・統廃合・再配置に向
けた検討を継続する。

特になし



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略１：若
者の定住
と子育て
支援

⑪  こども一時預か
り機能の強化

教育課 　平成２８年度より定員に余裕がある
場合に限り、保育所を利用していない
子どもがいる家庭で、保護者の短期的
な就労、傷病等や冠婚葬祭、私的な理
由などにより一時的に子どもを預かる
事業を実施

　夕張市子
ども・子育て
支援事業計
画

　・子育て世帯が子育て
に対する不安やストレス
から解放され育てやすい
環境を提供する。

　・実施施設　沼ノ沢保
育園（余裕活用型）※定
員に余裕がある場合の
み実施
　・対象児童　満１歳から
就学前
　・利用期間　月曜日～
土曜日
　・保育時間　午前８時
～午後４時
　・利用限度　原則月１０
日以内　※理由により限
度日数の上限有り
　・利用方法　事前に登
録申請が必要
　・利用料金　生活保護
世帯は無料：市民税非課
税世帯は上限２千円：そ
の他世帯は上限３千円
※希望者のみ　給食・お
やつ代300円（白米持参）

Ｈ31・・・２箇所 H31・・・１箇所 　件数は少ないが利用者
ニーズに的確に対応するこ
とが出来ている。
・H28　1名（5日間）
・H29　1名（1日間）
・H30　2名（7日間）
・Ｒ1 　２名（３日間）・大型連
休対応１２名（３日間）

　・余裕活用型での実
施であるため、保育
園の入所状況に左右
される。

・事業継続する。ただし、
実施施設（園）について
は、園児の入所状況に応
じて変更の可能性があ
る。

・令和３年4月開設予
定の認定こども園で
の実施に向け、関係
者との協議・検討が
必要

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

① 「活動人口」と
「関わり人口」を繋
ぐ地域交流プラット
フォームづくり

地域振興
課

　過疎化が進展し、地域の活力の衰退
が著しい本市においては、地域に愛情
を持ち、一人ひとりが役割を考え、活動
する地域の人材「活動人口」を増やし、
育成していくことが重要であると考えて
いる。
　「活動人口」の育成には、夕張市のま
ちづくりに多様な関わりを持つ市外の
人材「関わり人口」の視点や知恵の流
入が必要である。
　平成30年度は、総務省関係人口創
出事業のモデル事業に採択され、関わ
り人口の創出に向けた取組を実施。現
在まで、活動人口と関わり人口を繋ぐ
プラットフォームづくりまでは至っていな
い。

　「関わり人口」との交流
効果が市内に還流する
仕組みを担い、将来的な
夕張版DMO設立をも見
据えた上で、将来的な
「関わり人口」と「活動人
口」を繋ぐプラットフォー
ムを構築する。
　新たなチャレンジの情
報発信機能も強化する。

・平成29年度より、市民
の自主的な研修に対す
る補助制度（地域人材育
成事業）を施行し、活動
人口となりうる個人・団体
のスキルアップを推進し
ているところ。

・平成30年度は、総務省
関係人口創出事業のモ
デル事業に採択され、関
わり人口となる「夕張
Likers!」の創出に向けた
取組を実施。

・「夕張Likers!」登録者数
447名、市民も含めたイベン
ト参加者数は約800名。

・関わり人口の概念
の普及を継続して
行っていかなけれ
ば、活動も継続しない
・関わり人口と活動人
口をどのように連携さ
せるか。

・夕張と「関わり人口」とを
つなぐため、ＳＮＳで継続
的な発信
・市内まちあるき等のイベ
ントに参加いただいた「夕
張Likers!」に名刺を配布
し、継続的な関わりにつ
なげる。
・ふるさと納税との連携の
検討

継続した取組を行う
予定



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

②  みんなの力で
つくる「石炭博物館
再生プロジェクト」

教育課 　S55年に開館した夕張市石炭博物館
は、開館以来長く観光施設として運営
されてきたが、貴重な資料等を後世に
受け継ぐため、そして博物館本来の機
能を取り戻すために、H25年に社会教
育施設としてその位置付けが変更と
なった。
　H28年4月に「石炭博物館友の会」を
発足し、博物館本体改修（展示等）の
案を検討するためのワーキング・グ
ループを開催する。さらに一般参加に
よる「歴史を通して夕張を知る学習会」
を開催し、その後、市民協働の博物館
収蔵資料整理を継続して実施。
　H27年度～H28年度に、文化庁の補
助金を活用して石炭博物館の再生に
向けたソフト事業を実施。
　H28年度に模擬坑道の改修工事、
H29年度に博物館本体の改修工事を
実施し、H30年4月28日に指定管理に
よる運営でリニューアル・オープンし
た。

4-⑤　石炭
産業の歴史
と文化映像
化・語りべ育
成事業

・市民一人一人が「自分
事」として運営に参加す
ることができる博物館を
実現する。
・夕張の歴史・石炭産業
の歴史を記録・保存し、
後世に伝えるとともに、
教育分野並びに観光分
野における資源としても
活用する。
・市内外の団体との連携
により、交流人口の増加
を目指す。

・より効果的な運営及び
博物館を核とした活動を
実施するために、平成30
年度より指定管理を導入
（指定管理者：特定非営
利活動法人炭鉱の記憶
推進事業団）。
・H30年度以降における、
指定管理者の持つノウ
ハウを活かした事業の教
育委員会との協働での
展開。
・空知の産炭地全体の情
報の収集・発信。

H31 入館数3
万人

H30　3.2万人
R1　1.3万人

・H28・29年度において、模
擬坑道及び博物館本体の
大規模改修工事を実施し、
展示内容についてもリ
ニューアルを行った。さら平
成30年度よりNPO法人によ
る指定管理を導入し、効率
的な運営を実施するととも
に、市民からの聞き取り等
の活動を継続し、市民との
協働で未完の博物館をより
充実させていくための基盤
を形成した。
・H30年度の入館者数の見
込みは14,000人であった
が、実績は32,000人以上と
なった。
・Ｒ１年度に発生した模擬坑
道火災の影響により入館者
数が前年から大きく減少し
13,000人となった。

・博物館の運営に関
わることのできる人材
の不足。
・炭鉱経験者及び有
識者の高齢化。
・博物館の主要構成
要素である模擬坑道
の火災による影響が
大きく、早急に模擬坑
道の在り方を検討す
る必要がある。

・炭鉄港の日本遺産登録
による拠点施設として、
道内外の産炭地等との
連携の強化を図る。
・指定管理の利点を活か
し、多様なイベント等、従
来の枠に捉われない事
業を展開する。
・模擬坑道の在り方につ
いて検討を進める。

・Ｒ１までの活動を継
承するとともに、指定
管理者と連携を図り
ながら内容のさらなる
充実に努める。

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

① 「活動人口」と
「関わり人口」を繋
ぐ地域交流プラット
フォームづくり

地域振興
課

　様々な「キッカケ」から夕張に交流が
生まれているが、現状のバラバラな取
り組みを改め、その交流効果（知恵・経
済効果）が市内に還流する仕組みを担
い、将来的なＤＭＯ（観光地域づくりの
舵取り役を担う法人）設立をも見据え
た、地域交流プラットフォームを構築す
る。また、新たなチャレンジの情報発信
機能も強化する。

・市民、観光団体、企
業、行政等の連携による
地域づくり
・将来的に観光情報を一
元的に管理する機能を
もった観光ワンステップ
窓口機能の一体的なプ
ラットフォームの構築（Ｄ
ＭＯ構築を見据えて）
・情報発信機能を備えた
常設マルシェの開設
・情報発信に係るＨＰ開
設

　平成２９年度より、観光
推進に係る地域おこし企
業人及び地域おこし協力
隊を登用し、観光一元化
に向けた土台づくりを進
めている。

・平成３０年１０月より観光
促進支援で地域おこし協力
隊１名を採用し、平成３１年
４月には新たな観光組織
「一般社団法人　夕張市観
光プロモーション」が設立さ
れた。
・観光HPの開設
・観光案内看板の多言語化
等　※観光振興機構補助
金活用（夕張観光プロモー
ション推進協議会）
・廃線マップの作成　※ハン
カチ基金、観光振興機構補
助金活用（ありがとう夕張
支線実行委員会）
・市内観光マップの作成
※観光振興機構補助金活
用（（一社）夕張市観光プロ
モーション）
・広域観光マップの作成
※観光振興機構補助金活
用（（一社）夕張市観光プロ
モーション）

一般社団法人化後の
安定した運用を行う
ための体制構築

・SNS等における観光情
報の発信
・市内観光マップの更新
※一般社団法人「夕張観
光プロモーション」

誘客宣伝・PR事業、
情報発信、観光ガイ
ド・案内人養成、イベ
ント等の検討



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

③  産業遺産ツーリ
ズム拠点としての
「清水沢プロジェク
ト」

地域振興
課

　平成28年度に活動拠点を市が整備
し、ソト（関係人口）とナカ（活動人口）
の交流ゲート機能として、清水沢地区
に残る炭鉱関連遺産群のガイドや関係
人口の活動支援などを行っている。

【主な活動】
・ＪＲ石勝線夕張支線の廃線に伴う廃
線後の清水沢の魅力発信
・地元のクリエーターと連携したバー
チャル博物館事業（サイト上に古き夕
張の写真を投稿し、情報交流による夕
張の発信）
・地域ガイド・文化財（炭鉱遺産群）の
発信
・施設を活用した短期滞在機能（簡易
宿泊）の運営や産業遺産ツーリズム
・市外イベント等で夕張の取り組みを
発信
・アーティストの制作・リサーチ活動の
サポート

・施設を活用した短期滞
在機能（簡易宿泊）の整
備や産業遺産ツーリズ
ムなどの取り組みによ
り、1万人の交流人口の
創出を目標
・地域の象徴である有形
無形の炭鉱遺産を保存・
活用することを通じ、地
域内外の人々が相互に
尊敬しあう関係を構築
し、両者がともに歩み、
楽しく健やかな地域づく
りに寄与することを目的
とする。

・夕張での活動は12年目
を迎え、多様なネット
ワークを駆使して協力者
を拡大している。また、地
域での活動人口の獲得
に向けた取り組みも行っ
ており、推進体制は徐々
に安定してきている。

H31 １万人 4300人 ・地元企業と連携したツ
アーガイド、ＳＮＳ等を活用
した夕張市の文化財（炭鉱
遺産群）の発信を継続し、
産業ツーリズムの一角を
担っている。また、こうした
活動は「炭鉄港」の日本遺
産登録においても重要視さ
れる活動である。鉄道・電
力・炭鉱の要素が絡み合っ
た地域の特性を引き出し一
般公開など多くの人がアク
セス可能になる活動を行っ
た結果、炭鉱を由来とする
地域の魅力が一般に認識
されるようになってきた。

・夕張市の観光施策
の一角を担う一方
で、教育的な観点で
の活用が図られてい
ない。歴史教育や生
涯学習に適した素材
であり、地域での歴
史認識の伝承の視点
からの今後活用を
図っていく必要があ
る。

・ＪＲ石勝線夕張支線の
廃線に伴う廃線後の清水
沢の魅力発信
・教育的な観点での活用
・地元のクリエーターと連
携したバーチャル博物館
事業（サイト上に古き夕
張の写真を投稿し、情報
交流による夕張の発信）
・地域ガイド・文化財（炭
鉱遺産群）の発信
・施設を活用した短期滞
在機能（簡易宿泊）の運
営や産業遺産ツーリズム
・市外イベント等で夕張の
取り組みを発信
・アーティストの制作・リ
サーチ活動のサポート

取組を継続し、多様
な人材の交流を促進
する。

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

④  総合スポーツク
ラブ設置によるス
ポーツ交流ビジネ
ス創出

教育課 　夕張市は、天然芝のサッカー場、ゆう
ばり文化スポーツセンター、テニスコー
トなどの恵まれた市有体育施設を保有
し、民間の宿泊施設も充実していること
から毎年道内外からたくさんの合宿・
大会を誘致している。
　平成２９年度より宿泊施設が売却さ
れ経営者が代わり、前年より合宿の予
約が取れない状況から効果的な受け
入れが出来ない状況であった。

　効果的な受け入れを実
施するため、平成２９年
度より市有体育施設を
指定管理しているNPO
夕張市体育協会（以下
NPO)に連絡会議を発足
し、NPO支援担当の地
域おこし協力隊と更なる
交流人口の創出を目標
とし活動する。

平成２９年度にNPO支援
担当の地域おこし協力隊
が中心となって（仮称）ゆ
うばり総合型スポーツク
ラブ設立準備委員会を
設立し準備を進め、平成
３１年４月に総合型地域
スポーツクラブ『ユるっと
ゆうばりスポーツクラブ』
が設立された。各種運動
教室を実施し、市民がス
ポーツする機会を増やす
している。また、クラブが
自立するために活用しき
れていないフィールド（ト
レラン、サイクリング、ノ
ルディックウォーキングな
ど）を開発するためモニ
ター事業などを活用し市
内外の利用者の増加の
促進に取り組む。

Ｈ31新規受入
団体２０団
体、
合宿による宿
泊者数２．６
万人

令和元年度ま
での進捗・事
業効果に記載

・平成31年度4月より総合型
地域スポーツクラブ『ユるっ
とゆうばりスポーツクラブ』
が設立
・クラブにより運動教室、卓
球、Nウォーキング、ランニ
ング、ボクシングなど継続
実施
・平成30年度モニター事業
実績：新規団体13・536名宿
泊
・令和元年度モニター事業
実績：新規団体12・438名宿
泊

・クラブの自立が課題
（会費・人材など）/地
域おこし協力隊の支
援が不可欠だが、地
域おこし協力隊の確
保が困難

市が進める人材バンクと
連携し、人材バンクとクラ
ブの更なる活性化に取り
組む。

トレラン、サイクリング
など新たな分野によ
る交流人口の増を目
指す。

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑤  廃校や空き店
舗を活用した起業
者支援

地域振興
課

　廃校施設の活用は平成23年度から
本格化させ、民間主体型、官民連携型
で展開し、市費の投入を抑えた再活用
を図ってきた。活用事業者は老朽化す
る施設の維持管理に苦慮しながらも、
家賃収入等、新たなコミュニティ形成を
行いながら、活用が維持されている。
市としては、単に施設の借主という発
想ではなく、廃校の空間を活用した起
業や事業拡大を支援し、集落コミュニ
ティの形成にも寄与する取り組みを目
指すもの。また、空き店舗等について
は、市で知りえる情報を提供している。

夕張市防災
計画、第5次
障害者福祉
計画

　廃校施設の多くは、市
の避難所施設になって
いることや数少ない新耐
震基準を満たした施設で
あり、多様な機能を持ち
備えたコミュニティー拠
点となりつつある。こうし
たことから波及した空き
教室等を活用した起業
家支援を廃校活用事業
と連携して実現を目指し
てきた。

活用事業者と連携を図り
ながら展開・推進してい
く。

　旧夕張小学校の空き教室
を活用し、らぷらすがＨ２９
から衣類販売を開始（創業
支援活用）
　（オリジナルＴシャツ製造
→イベント販売、ふるさと納
税返礼品へ）
　旧夕張小学校の空き教室
を活用し、Ｈ３０から母乳育
児相談室を開設（創業支援
活用）

・関係機関との連携。
・起業後の支援体制
の充実。

創業支援については継
続予定

継続予定



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑥  廃校や遊休施
設を活用した合宿
誘致の推進・市民
の健康増進事業

地域振興
課

　廃校や遊休施設を活用した交流人口
の創出（屋内スポーツ、文科系サーク
ル等）を図ることは、まだまだ可能であ
り、交流人口の拡大に向けて受け入れ
のための課題検証を行うとともに市民
の健康増進の場としての活用を目指
す。（２－④と関連）

　屋内スポーツや文化イ
ベント等の受け入れは、
他市町村にはないコンテ
ンツが整っており、合宿
という夕張市のコンテン
ツを再起させる必要があ
る。そのために観光機能
の一元化組織、体育協
会、廃校活用事業者と
が連携した取り組みによ
り、交流人口の増加を目
指す。

観光一元化組織、体育
協会、市などが連携して
取り組みを推進する。

新規雇用　３
名

0 体育協会の組織強化を図
り、施設指定管理者 として
事業をスタートさせたが、体
育協会等との連携を含めた
議論までには至っていな
い。

関係者間の連携 関係者間の認識共有と
方向性の確認

継続予定

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑦  外部人材を活
用した「活動人口」
の創出

地域振興
課

　過疎化が進展し、地域の活力の衰退
が著しい本市においては、地域に愛情
を持ち、一人ひとりが役割を考え、活動
する地域の人材「活動人口」を増やし、
育成していくことが重要である。
　平成29年度より、市民の自主的な研
修に対する補助制度（地域人材育成事
業）を施行し、個人・団体のスキルアッ
プを推進しているところ。

　実際の地域において
は、主に「活動人口」に
よる取組が中心となる
が、域内のみならず、域
外の人口をも対象として
事業を展開するには、
様々な見地からの知識・
経験が必要となることか
ら、外部人材を活用して
活動人口の育成を図る。

　平成29年度より、市民
の自主的な研修に対す
る補助制度（地域人材育
成事業）を施行し、個人・
団体のスキルアップを推
進しているところ。

当該制度を活用し、市民団
体の研修会や、市外の講
師による講演会、また自ら
外に出て学ぶ研修などが実
施された。
【補助実績】
＜H29年度＞
研修会等開催 5件
研修会等参加 2名
＜H30年度＞
研修会等開催 2件
研修会等参加 10名
＜R元年度＞
研修会等開催 2件

　外からの視点を取り
入れて、地域をけん
引するリーダーの育
成が進んでいないこ
と。

当初の予定通り、R2年度
は事業は実施しない。
事業効果を検証し、今後
に向けた見直し・検討を
行う。

検証結果等を踏まえ
て検討

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑧  「幸福の黄色い
ハンカチひろば」再
生プロジェクト

地域振興
課

　映画「幸福の黄色いハンカチ」のロケ
地である想い出ひろばは、映画が公開
されてから40年が経過してもなお、多く
の観光客（Ｈ29　2.4万人:4～11月）が
訪れる夕張を象徴する観光施設だが、
これまでは入館料のみでしか収益を得
ていなかったが、「”真の幸福”を考え、
感じられる場所」を基本コンセプトに、
国の地方創生加速化交付金事業を活
用し、ミュージアム及び同敷地内で保
存されてきた旧管理人宅の改修を行っ
た。

・「真の幸福」を考え、感
じられる場所　-幸福の
聖地へ
・夕張の暮らしを感じる
場所　-炭鉱遺産機能
・映画の感動を感じる場
所　-傑作映画のロケ地

を事業コンセプトに施策
を進める。

ミュージアムは、映画の
スチール写真中心の展
示から、「真の幸福」を感
じ、考えることのできる空
間へとリニューアル。
映画を視聴したしたこと
のない世代にも映画の
魅力や「幸福」について
発信できる空間作りを目
指した。
また、浜松理容院を「幸
福」についてゆっくり考
え、語れるカフェへ改装。

H31　入館４万
人、雇用２名

R1　入館２万
人、雇用４名
（常勤２名、臨
時２名）

・平成２９年度にリニューア
ルオープンし、展示方法を
一新した。
・令和元年度からは「特定
非営利活動ゆうばりファン
タ」がＨＡＭＡＭＡＴＳＵ　ＣＡ
ＦＥも含めた指定管理を行
い、包括的な管理・企画の
実施に努めている。
・専用ＨＰによる情報発信。
（特定非営利活動ゆうばり
ファンタ）
・平成３０年度入館者数は１
９，４３２名であった。（平成
３０年９月に発生した胆振
東部地震の影響等により、
前年比約２０％減）
・令和元年度入館者数は、
２０，９６６名であった。（修
学旅行の受入の開始や各
種イベントでの施設開放等
の影響により、前年度比約
７％増）

・毎年度来ていただく
ためもイベントや企画
展、映画祭等の連携
など継続した取組が
必要。
・老朽化した施設の
維持管理

・石炭博物館との共通入
場券の発券。
・新規展示の増（特製絵
看板展示）。
・自主イベントの実施（高
倉健さん７回忌イベン
ト）。

・施設の適切な管理、
市内外観光施設との
連携企画、イベント等
の実施を行い、入場
者数の増加に努め
る。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑨  桜育樹プロジェ
クト

地域振興
課

平成１９年度から（株）ニトリの支援に
より約1.3千本の植樹が行われ、その
後、管理団体夕張桜守に管理が移行
された。

日本一の桜の名所を目
指し植樹を行ってきた
が、（株）ニトリからの移
行後は年間５０本程度の
植樹が精一杯で、平成
29年をもって新規植樹を
中止し、平成19年以降に
植樹した桜ついても、管
理継続を止め、自生管
理へと移行することを全
植樹者に通知した。

道路沿いの枯れ木等は
処分する

・桜祭り開催時の植樹、倒
木などの処理を行ってき
た。

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑩  空知総合振興
局及び管内市町村
との広域連携

地域振興
課

　市内には石炭産業に関する歴史遺
産や関連した施設が数多く残ってい
る。
　また、夕張市は空知総合振興局管内
においては最も宿泊施設の規模や体
制が充実しており、一方で空知総合振
興局管内の各自治体には「食」や「ワイ
ン」等の魅力的なコンテンツが存在して
いる。
　これらのコンテンツを集積・発信する
拠点として、北海道の協力を得つつ管
内市町村と連携していく。

・市内に残る石炭産業に
関する歴史やコンテンツ
と北海道全体の開拓・発
展という文脈とのつなが
りを明らかにし、魅力向
上を図る。
・管内最大の宿泊施設
の強みを活かし、管内の
特産物を夕張に集積さ
せ、夕張から発信してい
く。
・食やサービスを含めた
新たな観光資源の発掘
や観光ルートの検討を
深める。
・空知地域活性化に向
けた取り組み【北海道空
知地方創生協議会との
連携】

・空知総合振興局及び各
市町と連携した空知管内
のコンテンツ紹介及び知
名度向上に向けた取組
・空知総合振興局及び各
市町と連携した炭鉱関連
遺産、鉄道、港、製鉄（炭
鉄港）の連携による日本
遺産登録を目指した取
組
・市内宿泊施設及び市内
観光団体等と拠点整備
に向けての検討
・管内周遊の観光ルート
の作成検討
・そらちグルメフォンドな
どへの協力
・イベント、物産展への出
店、ＰＲ

・空知総合振興局及び各市
町から成る炭鉄港推進協
議会にて、炭鉄港の日本遺
産登録及び登録後の普及
啓発事業に取り組んだ。
・そらちグルメフォンド開催
に協力し、市内交流人口の
増加及び空知地域の魅力
向上に努めた。

　日本遺産の普及に
向けては、地域文化
の伝承（語りべ）や学
習的な機能が求めら
れることから、道や他
自治体との連携を図
り、そうした人材の育
成、受入れ体制の整
備が必要となる。

・振興局と連携した、イベ
ント等での観光ＰＲ
・炭鉄港の普及に向けた
空知総合振興局及び各
市町との連携の継続及
び人材育成の強化

空知総合振興局及び
各市町との連携を継
続し、炭鉄港の普及
及びガイド等の人材
育成に努める。

戦略２：新
たな人の
流れ・交
流人口の
創出

⑪  学生と連携した
地域の魅力掘り起
こし

地域振興
課

　産業の衰退による活力の喪失や市
の財政破綻、急激な人口減少など負
のイメージが依然強い夕張において、
どうにか次の未来に向けて前向きに走
り出すための気運を醸成したい。

　学生と連携し、地域の
魅力を掘り起こし、負の
イメージだけにとらわれ
ることなく前向きに活動
するための気運を、次の
世代を担う学生（高校
生・大学生）とともに醸成
する。若者が地域の未
来を考えるきっかけにも
つながる。

　夕張を象徴する場所で
もある「幸福の黄色いハ
ンカチひろば」リニューア
ルに際しての空間デザイ
ンや、特産品の開発・デ
ザイン等を地元高校生・
道内大学生らと協同で企
画する。

戦略２－⑧と
の連携

　次の世代を担う若者の関
心を高めるため、主要施策
には高校生・大学生を積極
的に参画させた（黄色いハ
ンカチひろば再生プロジェク
ト、石炭博物館再生プロ
ジェクト、清水沢プロジェク
ト）。また、高校魅力化施策
との連携を図り、仮設交通
ハブやスクールバス予約シ
ステムの企画段階において
も夕張高校の生徒の参画
を得て、地域課題という教
育資源の魅力掘り起しを
行った。

継続予定（取組内容
について適宜検討）



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

①  高齢者や子育
てママが働きたいと
思う仕事づくり

地域振興
課

　これまで男性の仕事としての認識が
強かった仕事について、女性が活躍で
きる場を整備することで、サービス提供
者となる女性が地域社会から感謝さ
れ、必要とされる「やりがいのある仕
事」を創出するとともに、サービス受給
者となる市民にとっても過ごしやすいま
ちづくりを目指すこととしているが、現
状、ニーズに即した雇用環境は少ない
状況である。

　デマンド交通のドライ
バーを女性が務めること
で、地域における新たな
女性の仕事の創出にな
るとともに、きめ細やか
なサービスにより、市民
の満足度向上も同時に
目指す。
　また、拠点施設にデマ
ンド交通の事務所を設
置することで、同じく拠点
内にある託児所に子ども
を預けるため一緒に出
勤・帰宅できる環境の整
備や、業務履行に必要
な資格の取得支援を行
うなど、周辺環境の整備
もあわせて行うことで、
育児と労働の両立が可
能となる仕組みを作る。

　雇用創出促進のため、
資格取得支援事業補助
金を有効活用してもらう
ための周知。

H31まで５名
の資格取得

R1　22名の資
格取得

・平成29年度　申請件数25
件　うち資格取得19件
・平成30年度　申請件数46
件　うち資格取得44件
・令和元年度　  申請件数
25件　うち資格取得22件
制度開始当初の想定よりも
多くの申請があり、制度の
浸透が図られている。
就職や業務に必要な各種
資格の取得支援により、就
労や能力向上に繋がってい
る。

就労の場の創出・確
保

　資格取得支援事業補助
金の募集・周知

担当課としては、制度
の継続を行いたい。
（財源未定）

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

②  農業者、農協、
市の連携による産
地力強化

地域振興
課

　農家戸数の減少、労働力の減少、遊
休農地が拡大し続ける中で、農業者、
農協、行政が課題を共有して、必要な
アクションを起こすための議論が不足
してきた。こうした状況を早期に絶つた
めに夕張市農業振興協議会の機能を
再構築し、できることを着実に実行する
ための推進機能として、本協議会内に
若手・中堅農家を中心とした創生部会
を設置し、次世代農家主体の新しい取
り組みを実施している。

第12次夕張
市農業振興
計画

（１）遊休農地を活用した
加工用メロンの生産拡
大に対する資材費の一
部補助（加工用原料の
供給不足×遊休農地の
解消）
（２）メロンの生産拡大農
家に対する資材費の一
部補助
（３）雇用労働力確保の
に向けたアンケート調査
（平成30年度からの労働
力確保対策に向けた可
能性検証）

　地域創生部会を中心と
した取り組みで、三カ年
計画で実施しているもの
（市単独助成事業）

農業生産額24
憶

23.1憶 生食用及び加工用メロンの
生産安定対策に係る取組
や雇用労働力確保の取組
実施等により、農家戸数・
作付面積は減少している
が、農業生産額（メロン）は
維持されている。

・事業の継続実施の
ための財源確保

・財源（企業版ふるさと納
税）が確保され次第、実
施。

・生産者や農協等市
内農業関係機関と連
携しながら、第13次
夕張市農業振興計画
に基づき実施してい
く。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

③  市有林を活用し
た薬木産地化への
挑戦

地域振興
課

張市有林のカラマツ林は、炭鉱の坑木
用に植栽されたものである。炭鉱の衰
退とともに当初の用途を失い取り残さ
れていたが、近年、市営住宅の建築材
料として使用するなど、積極的な活用
をはかり、計画的な伐採を進めてい
る。
　平成27年度より、漢方薬としての利
用が見込まれる薬木（キハダ・ホオノ
キ）を新たな地域産業資源として位置
づけ、カラマツ伐採跡地に薬木を植栽
する事業を開始している。
　今後も植栽面積を増やしていき、夕
張メロンに次ぐ地域産業資源としてキ
ハダ・ホオノキの薬木産地化に取り組
み、日本一の薬木生産地を目指す。

夕張市森林
整備計画、
夕張市森林
経営計画

・カラマツ林（市有林）を
伐採した跡地で薬木（キ
ハダ、ホオノキ）を育成
し、日本一の薬木生産
地を目指す。
・夕張メロンに次ぐ新た
な地域産業資源として、
薬木を育成していくこと
により、地域雇用の場、
将来の就労の場を確保
する。

企業版ふるさと納税を活
用して、事業を推進す
る。

薬木植栽面積
２４ha

19.26ha ・H30に、劣化が進む市有
林（5.60ha）にキハダ7,000
本を植栽。また、8.84haにホ
ワイトクローバーの趣旨を
播種。
・当初、8.８４haにキハダ
10,600本を植栽する計画で
あったが、前年度の気候の
関係で植栽に適した規格の
苗木が入手できなかったた
め、当初計画から3.24ha未
達となっているが、薬木産
地としての基礎を築くことが
できた。
・薬木植栽地を障がいのあ
る方の就労機会/雇用の場
として活用している（林福連
携）。
・ホオノキの植栽規模は、
現時点で日本一となってい
る。
・夕張ツムラから、薬木の優
先買取契約の申し出を受け
ているほか、長野県の生薬
会社からの引き合いがあ
る。

・キハダ苗木の生産
者が限られており、気
象状況によって、苗
木生産量のブレがで
る。
・平成30年9月５日に
観測史上最大瞬間風
速を記録した台風に
より、シカ食害対策の
植生保護管の支柱の
破損が発生したこと
から、資材を見直す
必要がある。

・国立研究開発法人 森
林整備・研究機構 森林
総合研究所 林木育種セ
ンター 北海道育種場との
共同試験地を設定し、産
地別成長特性試験を開
始する。
・植生保護資材等の比較
検討試験を行う。

・日本一の薬木産地
を目指して基盤整備
を完了させ、将来の
安定供給体制の構築
とともに、薬木産地と
しての夕張ブランドの
確立を図り、次世代
の雇用・就労機会を
創出する。
・多様な担い手による
森林資源の適正利用
によって、地域経済
の活性化を図りなが
ら、持続可能でレジリ
エンスの高い森林へ
と導き、自然災害に
強いまちづくりを進め
る。

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

④  広域連携を通じ
た森林資源のフル
活用・循環利用サ
イクル確立による
雇用創出

地域振興
課

・夕張市の森林面積は69,165ha、森林
率にして90.6％と森林資源に恵まれて
いる。その多くは国有林であるが、夕
張市が所有する市有林も3,054haを占
めている。
・市有林の資源構成は、人工林と天然
林の割合が54：46とおよそ半々で、人
工林1,649haのうち、カラマツ林が
844haとなる。カラマツは、炭鉱の坑道
で使用する坑木用として植栽されたも
のだが、炭鉱の衰退とともにカラマツは
当初の用途を失い利用されないまま取
り残されており、積極的に活用していく
必要がある。

夕張市森林
整備計画、
夕張市森林
経営計画

・市内だけでなく、他の
自治体や市外の企業な
ど多様な主体と連携し
て、森林資源の多用途
活用と未利用森林資源
の新たな用途を開発す
ることにより、森林資源
のフル活用を進めて新
たな雇用を創出する。
・「植える→育てる→伐る
→使う→植える」という森
林資源の循環利用サイ
クルを確立することによ
り、安定的な地域雇用の
場を整備する。

・平成２９年１月から石狩
市の農業生産法人にお
いて、日本初となる生薬
の茯苓（ブクリョウ）の実
証栽培プロジェクトがス
タートしている。ブクリョウ
は、カラマツのオガ粉を
原料とする菌床栽培によ
り栽培される。夕張市有
林の森林整備により発
生するカラマツ材のうち、
曲がりの多い低質材は
オガ粉製造に向いている
ことから、プロジェクトに
カラマツ低質材を供給す
る。
・木材需要の新たな創出
を図るため、夕張市内だ
けではなく、他の自治体
の企業等との連携を積
極的に進める。

３名新規雇用 ３名 ・茯苓（ブクリョウ）の実証栽
培プロジェクトにカラマツ原
木を薬300ｍ3供給
・薬木植栽地を障がいのあ
る方の就労機会・雇用の場
として活用。
・国立研究開発法人森林整
備・研究機構林木育種セン
ター北海道育種場と共同試
験に関する覚書を締結

・雇用機会の創出が
なされたが、高齢者
や主婦といった方の
「働く場つくり」には
至っていない。
・財源（企業版ふるさ
と納税）の確保。

・薬木植栽地管理業務の
一部を障がい者就労支
援施設に夕張市障害者
優先調達方針に基づき
発注する。
・治山施設及び林道の簡
易的な修繕を障がい者
就労支援施設に夕張市
障害者優先調達方針に
基づき発注する。

「地域産業資源創出
事業」により、雇用機
会の創出がなされた
が、高齢者や主婦と
いった方の「働く場つ
くり」には至っていな
い。こうした方々や障
がい者の都合に応じ
た働き方、副業的な
活動を行えるように、
新たに「森林資源活
用型の地域人材育成
事業」を実施する。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

⑤  ズリ山（石炭）を
活用した稼ぐ防災
事業の推進

地域振興
課

　夕張市内に66か所存在するズリ山の
うち、最大規模の高松ズリ山におい
て、昨今の気象変動などの影響によ
り、山の一部が崩壊し堆積したズリが
山の近傍の河川をせき止め、それが決
壊し下流域に一気に流れる大災害が
発生した（Ｈ24～25年）。ズリ山の上部
にはズリの堆積によって形成された池
があることから、更なる災害のリスクを
有しており、ズリ山の安定化は急務と
なっていた。一方でその対策に費用を
要し大きな問題となっていたもの。

　活用が見込まれるズリ
山から使用可能な石炭
と残渣を選別し、採取し
た石炭を火力発電施設
等へ売却することによ
り、収入を得つつ災害を
防止するとともに、新規
雇用も創出する。

　ズリ山から採取したズ
リを、ズリ山上部の水を
活用した水選炭事業によ
り石炭、砕石に分別し、
回収された石炭を製品
化し、国内の火力発電所
等で必要とする低カロ
リー（3,000kcal）の調整
炭として販売する。同時
に、ズリ山の整形による
安定化など、災害リスク
の低減を図るほか、緑化
等の環境対策を実施す
る。

１０名雇用 １０名雇用 　平成27年度から操業開
始。石炭の生産量は、依然
として計画を下回っているも
のの、当初は、ズリに予想
以上の粘土質が付着し、洗
浄効率が悪く比重選別が困
難な状態だったが、これら
を改善するために生産量原
炭前処理設備を増設したこ
とにより、水洗別プラントの
処理能力が向上し増加し
た。
　これまで、新たな雇用者
数10名、災害リスクの軽
減、市の歳入増（採取料
300～400万円/年、法人事
業税等）などの成果を得ら
れているところ。

・安定的な事業化に
向けた支援の継続及
び地産地消（石炭）の
研究（産学官連携）
・事業における汚泥
の安定処理

・石炭生産量の増産に向
けた稼働時間の延長
・事業安定化に向けた協
議

　事業安定化に向け
た協議

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

⑥  炭層メタンガス
(ＣＢＭ)の開発支援
やＣＢＭを活用した
地場農作物の生産
効率化研究（事業
終了）

地域振興
課

　平成24 年３⽉に「夕張市まちづくりマ
スタープラン」を策定し、コンパクトで低
炭素なまちづくりを目指すこととしたと
ころであり、その柱の一つとして、地域
資源であるCBM を有効活用する施策
の推進に舵を切った。平成27 年1 月に
は、CBM の活用が盛り込まれた「地域
再生計画（コンパクトシティと夕張再生
エネルギー活用による元気創造への
挑戦）2」が政府により認定されたことを
受け、CBM 開発の可能性を探るため
の試掘に向けた国などからの具体的
支援策の検討に入った。
　この過程において、調査井掘削、生
産テスト、トライアル事業（小規模な
CBM 活用事業）の計画が策定され、
夕張市におけるCBM 有効活用事業の
実現に向けての取組が本格化した。そ
の後、夕張市と関係各機関との調整を
経て、平成28 年4 月に日本初の事業
化に向けたCBM開発事業に着手した
もの。

　CBMの採掘と活用を通
じて地産地消エネル
ギーの創出を目指すとと
もに、農業の付加価値
化に活用する。

　意欲ある企業のCBM試
掘を支援するとともに、
資源量調査や得られる
CBMを活用した地産地
消可能性調査・農業付加
価値化実験等を行う。

・平成28年度（9月）にCBM
掘削を開始。677～878ｍの
間に石炭層を確認し、850
ｍ付近からガスの生産を行
うための生産井が完成。
・平成29年度（10月）から鉱
水を安定的に排水しなが
ら、石炭層からのガス生産
設備の安定稼働体制を確
立し、CBMの生産に成功。
ただし、メタンの生産量は、
想定の1/3以下の量（70㎥
/d程度）
・生産テストの結果、想定よ
りガス量が少ないため平成
30年5月末をもって廃坑とす
ることを決定し、9月には結
果検証した報告書をまとめ
た。

メタンガス発生量が想定
を下回る状況は改善せ
ず、農業の付加価値化等
を目指すトライアル事業
への展開は行わないこと
とし、生産テストの成功を
もってH30.5末に廃坑した
(事業終了)



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

①  小中高連携に
よる郷土愛教育の
推進

教育課 　近年、若年層の「地元離れ」が進み、
本市でも高校卒業後に地元を離れる
ケースが目立っており、例外ではない
のが現状である。豊かな自然と炭鉱の
歴史により築かれた本市で育つ子ども
たちが、ふるさと夕張に誇りをもち、豊
かな人間性および健やかな心身を育
みながら成長することができるよう、小
学校から高校までの各段階における
教育活動において、それぞれが連携し
ながら郷土愛に関する教育活動を実
施・推進するべく、各事業に取り組むこ
ととなった。

　郷土の魅力を様々な
観点から学び、成長した
子どもたちが、将来、ふ
るさと夕張に住み活躍
し、次の世代の子どもた
ちに、さらなる郷土愛を
伝えることができる人材
の育成を目標として、継
続して実施しているとこ
ろである。

・小・中学校における総
合学習について、学習に
係る活動費用を補助金と
して交付している。
・平成29年度より、ス
キー学習に係る支援とし
て、小・中学校リフト代利
用分の補助を行ったほ
か、成長著しい中学生に
対するスキー用具レンタ
ル代の補助を開始した。
また、移動に係るバス代
金もスクールバス運営事
業から支出しており、保
護者負担の軽減に取り
組んでいる。

小・中リフト代利用補助につ
いては、スキー学習時にか
かる費用の全額（小学校各
学年2回と特別支援学級1
回分、中学校1・2年生各2
回）を補助し、保護者負担
を求めることなく実施でき
た。
　また、スキー用具レンタル
代の補助については、平成
29年度及び30年度とも在籍
生徒の約半数がレンタル用
具を利用する結果となり、
需要の大きさが表れ、保護
者負担の軽減に効果をもた
らした。
　平成30年度には、小学校
3・4年の副読本のデジタル
化を行い、近年整備した学
校ICT環境での使用が可能
になった。

リフト代、スキー用具
レンタル代ともに、今
後、消費税の増税や
運営維持に伴う単価
上昇が予想されるこ
とから、いずれも支出
増となる可能性があ
る。

令和２年度も、小・中学校
における総合学習への活
動費用補助を行い、児童
生徒の郷土愛を醸成する
学習活動を支えることと
する。
　また、小中高のスキー
学習に係るリフト代補助
やスキー用具レンタル代
等の補助も引き続き実施
し、保護者負担の軽減に
取り組む。

継続予定

・H29年度にハローワーク夕
張出張所と連携し、市内の
企業等を訪問（１０事業
所）。各企業等の状況を聞
き取るとともに、障がい者雇
用に係る国の助成制度に
ついて紹介した。
・H30年度からは、夕張市障
害者自立支援協議会を通じ
て、引き続き障がい者雇用
の理解促進を図るととも
に、ハローワークから障が
い者の登録数等について
情報提供を受け、対象者へ
トライアル雇用の活用を助
言するなどの取組を行っ
た。
・薬草の選別業務について
市内の企業と障害福祉
サービス事業所を仲介し、
作業が軌道に乗るまでの調
整を行った。
・R1年度薬木植栽地の管理
委託に向けて小型無人機
の操作講習を実施。（地域
振興課）
・薬木植栽地管理業務を障
害福祉サービス事業所に
委託した。
・治山・林道施設維持管理
業務を障害福祉サービス事
業所に委託した。

・各企業等での雇用
は、それぞれの経営
状況等に左右される
ため、市でできるのは
依頼や情報提供にと
どまること。

・夕張市障害者自立支援
協議会を通じて、引き続
き障がい者雇用の理解
促進を図るとともに、ハ
ローワークから障がい者
の登録数等について情
報提供を受け、対象者へ
トライアル雇用の活用を
助言するなどの取組を
行っていく。
・市地域振興課の事業
「薬木植栽地管理業務」
を、市内の障害福祉サー
ビス事業所に委託予定。
（30→31年度優先調達）
・同課の事業「治山施設
維持管理業務」を障害福
祉サービス事業所に委託
予定。（優先調達）
・地域産材活用事例展示
事業を障害福祉サービス
事業所に委託予定。（優
先調達）

例えば林業や農業な
どの、地域特性を活
かした分野での就労
の場の確保につい
て、庁内関係課や関
係機関間での検討を
継続していく。

戦略３：地
域資源を
活用した
働く場づく
り

⑦  障がい者の就
労の場確保

生活福祉
課・地域振
興課

　当市では、市民の約11％に当たる方
に何らかの障がいがあり、全国平均の
1.5倍近い割合となっている（身体障
害、知的障害、精神障害に係る障害者
手帳の所持者数により算出）。
　多様な個性を持つ方々が、地域で安
心して自立した生活ができるまちづくり
のためには、障がいのある人にも、本
人の希望や障がい特性に応じた就労
の場が確保されることが重要である。
　しかしながら、急速な人口減少等に
伴う地域経済の低迷などにより、十分
な就労の場の確保がなされていない状
況である。
　障がいのある方の就労先の開拓は、
市内にある就労移行支援事業所の役
割の一つでもあるが、市としても、関係
機関との連携などによって推進していく
必要がある。

第２次夕張
市障がい者
計画、第５次
夕張市障が
い福祉計画

・市内の企業などに対
し、障がいのある方に係
る求人の掘り起こしを行
う。
・市の事業の一部を市内
の障がい福祉サービス
事業所に発注する。
・市内の企業などの動き
をとらえて、障がい福祉
サービス事業所への発
注可能な業務等があれ
ば仲介や調整を行う。

・夕張市自立支援協議会
において、障がい福祉事
業所や、ハローワーク等
の機関と連携し、上記の
取組の進め方等につい
て検討し実行する。
・「夕張市障がい者優先
調達方針」に基づき、庁
内各部署で障がい福祉
サービス事業所への業
務発注を検討する。

H31 20名新規
雇用

新規雇用者計
９名



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

②  学習塾と連携し
た学習意欲向上プ
ロジェクト

地域振興
課・教育課

　　夕張市には民間の塾がないため、
学習塾は隣町に通塾するしかなく、生
徒の負担が大きくなっていた。また、学
習環境の整った地域の高校へ進学す
ることの一因にもなっていた。そのた
め、夕張高校魅力化プロジェクトの一
環として、目標とする進路を自らの力で
切り拓く力を身につけられる場として、
平成30年度に公設塾「夕張学舎キセ
キノ」を設置した。

　地域を学びのフィール
ドとして活用し、社会で
活躍するための主体性、
スキル等を身につけられ
るようなプログラムを作
成する。

・公設塾「夕張学舎キセ
キノ」にて実施する

参加者満足度
９０％

　平成30年度に公設塾「夕
張学舎キセキノ」を開設。
　これまで、定期テストや進
学試験等の学習サポートを
行うほか、中小企業庁の起
業家育成プログラムや海外
短期留学参加者向けにオ
ンライン英会話・楽天ITス
クールを実施しするなど、
学習意欲を向上させる取組
を実施している。

・公設塾を運営できる
人材の育成

・夕張ならではの特色あ
る学習プログラムづくりの
検討を行う。

・高校の授業で学ん
だことを公設塾でより
深められるよう連携し
ていく。

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

③  課題から希望
を創る高校魅力化
プロジェクト

地域振興
課・教育課

H27年度夕張高校の入学者は、夕張
中学校卒業生65名中39名となり、１間
口化となった。また、市内中学生のア
ンケート調査により、夕張高校の進学
希望が3割しかないことが判明した。夕
張高校の廃校、子育て世帯の流出、地
域衰退への危機感から、高校魅力化
プロジェクトを開始した。

　地域再生
計画　グロー
バル人材育
成を核とした
夕張の教育
環境魅力化
プロジェクト
～僕らが日
本の先山に
なる～

目標とする進路に向かっ
て、自らの力で切り拓
き、実行する、社会で活
躍できる人材を育成す
る。

・平成２８年度
　資格取得、進学模試、
進路指導、課外活動など
の各種補助金制度を創
設。
・平成３０年度
　入学支援金、海外短期
留学、マンツーマンオン
ライン英会話がスタート。
公設塾「夕張学舎キセキ
ノ」の開設。
・令和元年度
　外部講師を招いた授業
の実施、スキー授業にお
ける市職員の派遣

Ｈ３１入学者
数４０名

Ｈ３１入学者
数２０名

　平成31年度入学者数は
20名。地元進学率は約
60％であった。
令和2年度入学者数 21名、
地元進学率は約55％で
あった。

施策アプローチ方策
の検討

・これまでの施策の継続
・今後の施策展開に向け
た方針の検討

方針の検討結果に基
づき、事業等を検討



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

④  ＩＴを活用した既
存産業の付加価値
化・人材育成

地域振興
課

・(1)スクールバスの部活便においてオ
ンライン予約制を導入する。開発に当
たっては夕張高校の生徒の参画を得
る。
・(2)公設塾においてICT機器を活用し
た教育を実施する。
・(3)北海道ガス㈱との連携によるス
マートコミュニティ事業の検討を開始。

・(1)部活便スクールバス
の予約システムを導入
し、部活便における乗車
数と車両サイズのミス
マッチを解消する。
・(2)オンラインで海外や
外部講師と塾生をつな
げるほか、プログラミン
グをはじめとしたICT教
育を実施し、人材育成を
図る。
・(3)人口減少に対応す
べく、テクノロジ－やビッ
グデータを活用した既存
産業のイノベーションや
技術の可視化、人材育
成を図る。

・(1)中学校、高校、バス
まちスポット及び各運行
事業者にタブレット端末
を配置し、日付、便ごと
に乗車人数の集計をオ
ンラインで実施。運行事
業者は、集計結果をもと
に車両サイズや運行の
有無を決定する。
・(2)公設塾において、海
外の大学や外部講師と
オンラインで接続したゼミ
の実施。外部講師を招
へいし、プログラミングの
ゼミを実施。
・(3)平成２９年度に北海
道ガスとの連携協定を締
結。

・(1)平成29年11月よりシス
テム運用開始。
・(2)・スウェーデンの大学生
とオンラインによる英語交
流など、外部講師による講
演、ゼミの遠隔実施
・(3)平成29年度に北海道ガ
スとの連携協定を締結。

・(1)予約忘れに対す
る対応、意識付け

・(1)予約忘れに対する定
期的な指導の継続
・(2)オンラインによる英語
交流など、外部講師によ
る講演、ゼミの遠隔実施
・プログラミングゼミの実
施
・(3)事業内容の検討

・(1)令和元年度と同
様
・(2)塾生が発信の主
体として活用する
・(3)検討内容に基づ
いた事業の実施

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

⑤  石炭産業の歴
史と文化映像化・
語りべ育成事業

教育課 　H27年度からH29年度にかけて、石炭
博物館収蔵映像の分類・デジタル化及
び有志による市民インタビューと映像
化を実施。
　H29年度の石炭博物館の展示改修
工事において、上記で作成した映像資
料を展示に使用するなど、炭鉱で働い
た人たちの「声」を保存し、後世に伝え
て行くための基盤を構築。
　H28年度にまちづくり企画室（地域お
こし協力隊担当）でボランティアガイド
養成講座を実施。約20名が認定され
る。

2-②　みん
なの力でつく
る「石炭博物
館再生プロ
ジェクト」

・本市で炭鉱が稼働して
いた時代を生きた人々
の「生の証言」を記録・保
存し、後世に伝承する。
・記録・保存した資料を、
本市の資産として教育
の分野のみならず観光
の分野においても活用
する。
・「語り部｝の育成。

・市内に潜在する記録・
記憶のさらなる発掘。
・今後、石炭博物館の指
定管理者である「特定非
営利活動法人炭鉱の記
憶推進事業団」が、教育
委員会との協働で、市内
外の多くの団体・個人の
協力を得て実施。

H35までに語
り部50人

語り部20人 ・H30年度にリニューアル・
オープンした石炭博物館の
活動と連動する形で、炭鉱
経験者及び当時を知る人た
ちの「証言」を収集し、多く
の貴重な資料を集めること
ができた。
・人数的には十分ではない
が、「語り部」を務めること
のできる人材を育成した。

・炭鉱経験者及び有
識者の高齢化。
・人材の不足。

R1年度までの活動を継
承し、証言資料の追加に
向け取り組む。

Ｒ1年度までの活動を
継承するとともに、内
容のさらなる充実を
図る。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略４：夕
張の未来
を創るプ
ロジェクト

⑥  地域を活性化さ
せるためのキャリア
教育

教育課 　若者の労働に対する意欲の低下は、
高校や大学の進路指導の時点で修正
することが難しくなっており、小学校段
階からキャリア教育に取り組む必要が
ある。
　夕張市はグローバル人材育成を核と
して、将来の自立に向け、キャリア教
育の推進を図りながら、夕張市教育大
綱に基づき、生まれて（０歳）から高校
卒業（１８歳）まで新たな教育環境の魅
力化プロジェクトをスタートした。

　地域再生
計画　グロー
バル人材育
成を核とした
夕張の教育
環境魅力化
プロジェクト
～僕らが日
本の先山に
なる～

　既に小学生は漢字検
定、中学生は漢字検定
と英語検定、高校生は
様々な資格取得などに
取り組んでおり、確かな
学力を身につけると同時
に平成30年度よりマン
ツーマンオンライン英会
話事業を小中高一貫で
スタートし、将来の豊か
なキャリア形成の一助と
なる英会話によるコミュ
ニケーション能力の向上
を目指している。
　

　平成３０年度夕張市小
中高マンツーマンオンラ
イン英会話
　・小学生3：４年生（年１
８回）：小学生５：６年生
（年２４回）
　・中学生１：２：３年生
（各２０回程度）
　・高校生１：２：３年生
（各２０回程度）

　・中学校にタブレット４０台
導入、無線アクセスポイント
が更新され小中高一貫で
のオンライン英会話が本格
的に実施された。
　・高校魅力化事業スタート
以降、Ｈ30年度において初
めて夕張高校で英検２級の
合格者が１名出た。

英会話を実践するた
めの場の提供

事業継続 　・夕張市教育大綱に
基づき、郷土愛教育・
グローバル人材育成
に取り組み、夕張に
誇りを持ち、地域の
未来を担っていく人材
育成を目指す。



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略５：持
続可能な
まちづくり

①  都市拠点機能
の整備によるコン
パクトシティの推進

建設課 ・まちづくりマスタープランでは１都市拠
点、４地区内再編による都市構造の形
成を目指し、それぞれの地区の役割が
方針決定されている。
・今後将来の都市拠点となる清水沢地
区に子育て支援機能や交通結節点機
能を持った拠点複合施設の建設を進
め、子ども達の放課後の居場所づくり
や各地域をつなぐ持続可能な交通体
系を構築していく。また、他の４地区に
おいても、それぞれの強みを活かした
魅力化や集落機能のスリム化、更に集
落間連携（ヒトの滞留）を推進していく。
（総合戦略策定時）
・都市拠点機能の強化に向けて、交通
結節機能、子育て支援機能、図書機能
等を有した、拠点複合施設の整備事業
を進めている。

夕張市まち
づくりマス
タープラン

（まちづくりマスタープラ
ンに示す各地区の役割）
・本庁・若菜地区は観光
やスポーツ交流の促進
・清水沢地区には、将来
の都市拠点として子育て
支援センターや交通結
節点機能を持った拠点
複合施設を、診療所など
の新たな拠点整備
・南部地区は夕張岳や
シューパロ湖などの自然
資源を活かした環境教
育や観光振興の推進
・沼ノ沢地区は地域の活
力となる産業立地や、廃
校活用による多世代交
流の場づくり
・紅葉山地区は産業立
地、夕張の玄関口として
の多様な交流（道の駅・
滝の上公園）の創出

・都市拠点機能の強化に
向けて、多世代交流をは
じめとした、子どもたちの
放課後の居場所及び子
育て支援機能、図書機
能、公民館機能、交通結
節点機能などを持った施
設整備に着手し、平成３
１年度供用開始を目指し
ている。

・H28年度：市民を交えた検
討チームを設置し基本計画
を策定
・H29年度：建設用地を取
得、基本計画に基づいた基
本設計、実施設計を実施。
・H30年度：拠点複合施設
建設工事の着工。施設周
辺整備としての道路改良工
事。
・R１年度：拠点複合施設の
供用開始 ［R2.3.1］（南支
所・市民研修センター・清水
沢地区公民館、保健福祉セ
ンター機能を移転集約し、
公共施設の床面積を減少）

・まち全体を捉え、都
市機能のさらなる強
化及び地区のコンパ
クト化に向けた検討
が必要。
・本市を取り巻く状況
の変化に合わせ、策
定から８年が経過し
た「まちづくりマスター
プラン」の見直しが必
要。

・夕張市まちづくりマス
タープランの見直し及び
都市機能や居住の立地
誘導の施策に関する「立
地適正化計画」の策定
　を行う。
・施設の周辺整備として、
市道南清水沢３丁目住宅
区画線の道路改良工事
を実施。

継続予定

戦略５：持
続可能な
まちづくり

②  安心の地域医
療体制の構築

保健福祉
課

・市立診療所等は老朽化による施設整
備修繕に係る財政負担著しく、耐震基
準も満たしていない状況。
・H26医療保健対策協議会から示され
た「市立診療所等のあり方について」
の答申を踏まえ、移転改築に向けて、
平成29年6月から平成31年3月まで移
転改築検討協議会を開催。
・社会医療法人制度の活用状況など
豊生会の運営実績や交通体系の議論
等、新たな事象の変化を踏まえ、平成
30年7月に移転場所を「旧若菜中央小
学校他」に決定。
・平成31年3月に実施した指定管理者
とのヒアリングを踏まえ、基本計画素
案を策定。
・市内で救急告示病院がないことか
ら、唯一専門医療と病床を有する市立
診療所を中核として、市医師会と連携
を図りながら、初期救急医療体制の確
保を図っている。

・移転改築
事業基本計
画

・市立診療所等を中核と
し、市内医療機関との連
携を図ることにより多様
な医療サービスを提供
する。
・高齢化社会に対応した
診療科目を充実。病床
維持と初期救急医療体
制で中心的な役割を担
う。

・老朽化著しい市立診療
所の移転改築に着実に
取り組み、社会医療法人
制度の活用により、専門
医療の充実を図るととも
に、初期救急医療体制
において市内医療機関
の中核的な役割を果た
す。
・市医師会、豊生会との
連携を強化し、地域医療
確保や地域包括ケアシ
ステム推進を図る。
・基本計画を踏まえ、H31
基本設計等に取り組み、
H34供用開始を目指す。

・H20.12地域医療ビジョン策
定、H23.11医療保健対策協
議会（延13回）、H26.2同協
議会からの答申
・H26.3市の方針決定（答申
尊重）、H29. 3再生計画の
抜本見直への関連予算の
盛り込み（25.6億円）
・H29.6～移転改築検討協
議会開催、H30.3、H30.7移
転改築に係る意見交換会
の開催
・H30.3建設地区の決定、
H30.7建設場所の決定
・H31.3基本計画素案の策
定、基本計画で整備内容を
具体化
・R1は基本設計実施
・事業効果　診療科目の充
実（H28.4  ５診療科→R2.3
９診療科）、利用者の増加
（外来実績：H28 15,981人
→H30 16,690人）、 市内救
急出場581件のうち市内医
療機関搬送182件（うち市立
診療所125件）（H31.1～
R1.12）

〇移転改築事業
・建設費の低減、財
源確保、医療機器等
設備整備計画、併設
予定の介護医療院等
の介護サービス事業
に係る詳細検討、新
型感染症の影響等を
考慮した柔軟なスケ
ジュール対応、現診
療所の維持・管理（緊
急性を勘案）
〇初期救急医療体制
整備事業
・市医師会との連携
の強化

〇移転改築事業　実施設
計業務委託ほか
〇初期救急医療体制整
備事業／休日・夜間救急
医療体制補助事業

〇移転改築事業　R3
造成工事等、R3～R5
建設工事
〇初期救急医療体制
整備事業／休日・夜
間救急医療体制補助
事業　継続



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略５：持
続可能な
まちづくり

③  補てん型から
利用型の公共交通
体系の構築（交通
結節点整備・デマン
ド交通）

地域振興
課

　夕張市はかつての炭鉱の坑口付近
に住宅が分布していた経緯から、現状
においても人口分布が市の南北に分
散している。住民の普段用いる交通手
段としては、自家用車が占める割合が
圧倒的であり、公共交通の利用頻度は
決して高くないが、それぞれ１校に統合
された小中学校への通学や、高齢者
の通院など、市民生活の根底を支える
意味での存在意義は大きい。一方、市
内の路線バス運営に際しては、国及び
市から多額の助成金が交付されてい
るが、利用頻度に反して助成金額は
年々増加傾向にあり、市の財政状況を
大きく圧迫する一因となっていた。
　こうした状況に鑑み、市は平成25年３
月に「夕張市生活交通ネットワーク計
画」を策定、交通体系の効率化、デマ
ンド交通の導入等を掲げており、南部
地区においては、平成27年11月～平
成28年１月及び平成28年８月～平成
29年３月の期間でデマンド交通の実証
実験を行い、平成29年4月から本格運
行しており、真谷地地区においても、平
成29年10月からデマンドバスの運行を
開始している。
　平成31年４月からは、ＪＲ石勝線夕張
支線の廃止に伴い、その代替交通とし
て南北軸10往復の路線バス運行を開
始し、令和2年３月の拠点複合施設供
用開始に合わせ、全ての路線において
施設内へ乗り入れしている。

夕張市生活
交通ネット
ワーク計画・
夕張市まち
づくりマス
タープラン

　コンパクトシティゆうば
りの実現に向け、南北を
軸とした市内公共交通を
再構築するとともに、需
要に見合った交通モード
の導入等を通じて、持続
可能性を拡大する。

・交通結節点の整備
南北の幹線を軸とした地
域公共交通体系の再編
を加速。
・デマンド交通等新たな
交通モードの導入
需要に見合った交通体
系を構築し、持続可能性
を拡大。

・交通結節点整備
　人口分布が市の南北に分
散している現状を踏まえ
て、南北幹線を軸とした公
共交通体系を構築する中
で、清水沢地区は拠点複合
施設の整備によって南部及
び真谷地と当該軸を結ぶ結
節点としての機能を持つこ
ととなっており、拠点複合施
設開設までの間は仮設交
通結節点「バスまちスポッ
ト」を整備し、平成29年９月
１日より運用してきた。
　令和元年12月に拠点複合
施設が完成し、令和２年3月
から供用開始となったこと
から、南北軸を結び運行し
ている全ての路線バスが拠
点複合施設内に乗り入れる
こととなり、デマンドバス等
との乗り継ぎなど交通結節
点としての運用を開始した
ところ。
　また、平成30年度には、
JR北海道の協力により、紅
葉山地区において、南北軸
と楓・登川、真谷地等を結
ぶ結節点として新夕張駅の
機能拡充を実施した。
・デマンド交通等新たな交
通モードの導入
南部（平成29年４月１日～）
及び真谷地（平成29年10月
１日～）においてはデマンド
交通を運行している。平成
30年4月から真谷地地区に
おいて、乗降車地を一部拡
大し利便性の向上を図った
ことで、登録者数及び運行
率は増加している。
　また、楓、登川及び滝の
上方面においてはタクシー
乗車料金の補助を行ってい
るところである。さらに、ス
クールバス事業においては
予約システムを導入し、需
要に見合った運用を実施し
たことで、運行費の節減に
つながっているところであ
る。

新たな公共交通体系
への移行後の利用促
進

持続可能な交通体系の
維持
・南北軸における路線バ
スを中心とした交通体系
の維持
　（路線バス、デマンド交
通、タクシー乗車代金補
助制度、スクールバス）
・市民のみならず市外か
らの観光客等への利用
促進の検討

新たな公共交通体系
への移行後の利用促
進



目標値
（H31）

現状値

令和3年度以降（現計
画以降）の考え方

KPI

戦略名 事業名 担当課
令和元年度までの進捗・

事業効果
事業実施上の課題

令和2年度の取組
（予定）

経過・現状 関連計画 施策目標・目的
施策の取組・推進

体制等

戦略５：持
続可能な
まちづくり

④  公共施設の更
なるスリム化と活用
ストックの機能充実

全庁

・平成18年度に策定した財政再生計画
において『公共施設等は大幅に統廃合
する』こととして、この間、施設の休廃
止、売却等を実施。
・市営住宅については、長寿命化計画
（現在2期目）を策定し、政策空き家を
設け集約化を図るとともに、建替えと除
却を計画的に進めているところ。
（R2.4.1現在管理戸数　3,247戸（383
棟））
・一方で、抜本的に見直した財政再生
計画（平成28年度策定）に、拠点複合
施設・認定こども園・市立診療所といっ
た新規施設の建設を盛り込んだ。
・上記施設建設による不用施設の発
生、またコンパクトシティの推進と既存
施設の更なる老朽化により、今後とも
施設の集約化を推進する必要がある。

公共施設等
総合管理計
画、市営住
宅等長寿命
化計画、橋
梁長寿命化
修繕計画、
公園施設長
寿命化計
画、上水道
第8期拡張
事業計画、
下水道経営
戦略

長期的な視点をもって、
更新・統廃合・長寿命化
などを計画的に行うこと
により、財政負担を軽
減・平準化させ、公共施
設の最適な配置の実現
を目指す。

　全庁的取り組みとして、
各々が所管する施設に
ついて「橋梁長寿命化修
繕計画」「市営住宅長寿
命化計画」等を策定し、
計画的な管理・修繕等を
行っている。
　また、複数の部署を跨
いだ施設の集約化が図
れるよう、所管が管理す
る施設の状況を一元的
なデータにまとめたうえ
で、庁内情報の共有化を
行った。

・財政再建計画、財政再生
計画を推進するうえで行っ
た施設の統廃合について
は、人的にも経費削減の面
でも効果があったところ。
・市営住宅再編事業に係る
住宅の建替えが完了した。
・拠点複合施設の建設、及
びそれに伴う保健福祉セン
ターと市民研修センター(南
支所)の移転が完了した。

・施設統合や、廃止
施設の管理・除却に
かかる経費の財源確
保。
・住民の理解。

・認定こども園建設及び
それに関連する幼稚園、
保育園の移転準備。
・市営住宅再編に係る老
朽住宅の除却(継続)。

・総合戦略の有無に
関わらず、公共施設
のスリム化、集約化、
長寿命化の取組を継
続していく必要があ
る。
・市営住宅再編事業
はR2年度に実施する
長寿命化計画の定時
見直しを受けて更な
る老朽住宅の除却と
改善事業を進める。


